
年 月 日

公益財団法人いわて産業振興センター　御中

年 月 日

年 月 日

年 月 日

〒 ―

1 千円

2 千円

3 千円

4 千円

千円

※申込設備が５台以上の場合は本ページをコピーのうえ追加してください。

連帯保証人は、個人情報の取扱い及び反社会的勢力排除に関する規定に同意します。※代表者本人が自筆ください。

（商工会議所・商工会使用欄）

　年　月

申
 
込
 
設
 
備

設備名

合計

納入場所

本社住所
（登記上）

（フリガナ）

（フリガナ）

住　所

連絡先

千円

令和

会社名

製造業者名

（生年月日）

数量 金額（税込）

下記の設備について設備貸与を受けたいので、別添関係書類を添えて申し込みます。
当社／私は、岩手県地域産業活性化企業設備貸与事業（以下、「設備貸与制度」という。）の制度内容・手続き等につ
いて了承の上、申し込みます。また、本申込においては本申込書記載の「個人情報の取り扱いについて」及び「反社会
的勢力排除に関する誓約」を確認しこれに同意します。なお、審査結果に関わらず提出した資料の返却は求めません。

　年　月

　年　月

名

代表者
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代表者名
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込
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資本金

法人設立

個人創業

従
業
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役　員

常　傭

臨　時

名

名
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絡
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連絡先
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連
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証
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氏　名

0 0 　年　月

型式・規格

　年　月



本申込書は以下の個人情報の取り扱いについて及び反社会的勢力排除に関する誓約に同意していただくことを条件とします。
（以下の内容をよくお読みいただき、各確認欄にレ点を記入してください）

【　個人情報の取り扱いについての同意及び反社会的勢力排除に関する誓約について　】

　　（10）消防団協力事業所に認定された企業。（ゴールドマーク、シルバーマーク）

　　（９）いわて女性活躍企業等認定制度（ステップ２）の認定を受けた企業。

　　（８）いわて子育てにやさしい企業等認証・表彰制度の認証を受けた企業。

　　（７）県内企業への下請け発注額が1,000万円以上の企業。

　　（６）県内企業５社以上に下請発注している企業。

　　（５）加工高に対する県内企業への外注比率が10％以上の企業。

　　（４）県から自動車関連産業生産体制強化計画の認定を受け、当該計画に従って設備導入する企業。

　　（３）いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業助成事業が採択された企業。

　　（２）農商工等連携事業計画の認定を受けた企業。

　　（１）地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業。

【確認】　【反社会的勢力排除に関する誓約】
　私（当社）は、現在および将来にわたり反社会的勢力に該当せず、また一切関与しないことを誓約いたします。
　本誓約に違反、または虚偽の申告が判明した場合には、貴財団の講ずる措置について異議を申し立てず、これにより損害が生じた際は、そ
の賠償責任の一切を当方の責任とし、貴財団からの請求に応じて速やかにこれを履行することをここに表明し、確約いたします。
　なお、貴財団が必要と認めた場合には、当方が設備貸与制度にかかる申込書及び関連書類において提出する個人情報について、所轄警察署
等の関係機関に照会されることに同意いたします。

　１．当社及び当社の役員は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約いたします。
　　（１）暴力団
　　（２）暴力団員
　　（３）暴力団準構成員
　　（４）暴力団関係者
　　（５）総会屋等、社会運動標榜ゴロ
　　（６）特殊知能暴力集団等
　　（７）暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

　２．当社及び当社の役員は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係もないことを表明・確約いたします。
　　（１）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
　　（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
　　（３）自己又は第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
　　（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
　　（５）経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

　３．当社及び当社の役員は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約いたします。
　　（１）暴力的な要求行為
　　（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
　　（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　（４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴財団の信用を毀損し、または貴財団の業務を妨害する行為
　　（５）その他前各号に準ずる行為

【確認】

個人情報

（１） 氏名・住所・連絡先・家族に関する情報
（２） 決算・税務申告に関する情報
（３） 当財団が実施する中小企業支援に関する各種制度の利用状況
（４） 貸与料等支払いの金融機関振替口座等
（５） 設備貸与制度申込書等、申込時及び申込後に提出する書類に記載された全ての情報
（６） 就業状況、収入・負債額、資産保有状況、住民票記載事項、相続人に関する情報

（１） 当財団が実施する中小企業支援に関する各種制度の相談受付、並びに文書等の送付
（２） 設備貸与制度申込、申込後及び契約締結後の条件変更申込の受付
（３） 本人確認、設備貸与制度利用資格の確認
（４） 設備貸与制度の審査及び決定
（５） 契約締結後の継続的な管理及び契約解除後の事後管理
（６） 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
（７） 当財団が実施する適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者（主債務者、保証人、債権譲受人、保険会社等）への提供
（８） 当財団及び当財団が委託した第三者が実施する中小企業支援に関する調査
（９） 創業者の資格要件を満たす修了証等を発行する関係機関からの情報収集
（10） 連帯保証人に対する責任負担等の確認、権利の行使、または義務の履行

利用目的

　【個人情報の取り扱いについての同意】
　私（当社）は、貴財団が下記に記載の私（当社）に関する個人情報および業務上知り得た情報について、設備貸与制度に関する業務、これ
に付随する関連業務、ならびに下記に定める利用目的の達成に必要な範囲内において利用することに同意いたします。
　また、本件借入申込に係る貸付審査に際し、貴財団が金融機関および信用保証協会等に対し、既往の取引内容や債務状況等の照会を行うこ
とについて、これに異議を申し立てないことをあわせて表明いたします。

　■その他　優遇措置について
　下記（１）～（10）のいずれかに該当する場合、優遇措置の対象となります。該当項目がある場合は右欄に入力ください。
　優遇内容：・一事業年度内における貸与額の上限を 2億円以内 とします（通常：1億円以内）。
　　　　　　・契約時に納入いただく保証金を 設備購入価格の5％ に軽減いたします（通常：10％）。



年 月 日

公益財団法人いわて産業振興センター　御中

63 年 1 月 1 日

10 年 4 月 1 日

40 年 1 月 1 日

〒 ―

1 千円

2 千円

3 千円

4 千円

千円

※申込設備が５台以上の場合は本ページをコピーのうえ追加してください。

連帯保証人は、個人情報の取扱い及び反社会的勢力排除に関する規定に同意します。

（商工会議所・商工会使用欄）

名

岩手県盛岡市北飯岡2-4-26 臨　時 1 名

代表者
の経歴

岩手県〇〇市出身
〇年　〇〇学校卒
〇年　〇〇株式会社入社
〇年　代表取締役就任

連
絡
先

担当者名 岩手　太郎

TEL 019-123-4567

FAX

岩手産業振興株式会社 法人設立 平成

（フリガナ） イワテ　タロウ 資本金 10,000

常　傭 10

 貸 与 申 込 書 

令和

下記の設備について設備貸与を受けたいので、別添関係書類を添えて申し込みます。
当社／私は、岩手県地域産業活性化企業設備貸与事業（以下、「設備貸与制度」という。）の制度内容・手続き等につ
いて了承の上、申し込みます。また、本申込においては本申込書記載の「個人情報の取り扱いについて」及び「反社会
的勢力排除に関する誓約」を確認しこれに同意します。なお、審査結果に関わらず提出した資料の返却は求めません。

申
込
企
業

（フリガナ） イワテサンギョウシンコウ

概
要

個人創業 昭和

会社名

千円

代表者名 岩手　太郎 業　種 建設業

（生年月日） 昭和
従
業
員

役　員 2 名

本社住所
（登記上）

020 1234

019-123-4560

E-Mail abcdefg@joho-iwate.or.jp

設置時期

マシニングセンタ

　年　月

　年　月

岩手製造㈱ ABC-123 1 10,000 R8年3月

連絡先

0 10,000 　年　月

　年　月

合計

納入場所 岩手県盛岡市北飯岡2-4-26
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込
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利用目的

（１） 当財団が実施する中小企業支援に関する各種制度の相談受付、並びに文書等の送付
（２） 設備貸与制度申込、申込後及び契約締結後の条件変更申込の受付
（３） 本人確認、設備貸与制度利用資格の確認
（４） 設備貸与制度の審査及び決定
（５） 契約締結後の継続的な管理及び契約解除後の事後管理
（６） 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
（７） 当財団が実施する適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者（主債務者、保証人、債権譲受人、保険会社等）への提供
（８） 当財団及び当財団が委託した第三者が実施する中小企業支援に関する調査
（９） 創業者の資格要件を満たす修了証等を発行する関係機関からの情報収集
（10） 連帯保証人に対する責任負担等の確認、権利の行使、または義務の履行

　【反社会的勢力排除に関する誓約】
　私（当社）は、現在および将来にわたり反社会的勢力に該当せず、また一切関与しないことを誓約いたします。
　本誓約に違反、または虚偽の申告が判明した場合には、貴財団の講ずる措置について異議を申し立てず、これにより損害が生じた際は、そ
の賠償責任の一切を当方の責任とし、貴財団からの請求に応じて速やかにこれを履行することをここに表明し、確約いたします。
　なお、貴財団が必要と認めた場合には、当方が小規模企業者等設備貸与申込書及び関連書類において提出する個人情報について、所轄警察
署等の関係機関に照会されることに同意いたします。

【確認】

✔

　１．当社及び当社の役員は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約いたします。
　　（１）暴力団
　　（２）暴力団員
　　（３）暴力団準構成員
　　（４）暴力団関係者
　　（５）総会屋等、社会運動標榜ゴロ
　　（６）特殊知能暴力集団等
　　（７）暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

【　個人情報の取り扱いについての同意及び反社会的勢力排除に関する誓約について　】
本申込書は以下の個人情報の取り扱いについて及び反社会的勢力排除に関する誓約に同意していただくことを条件とします。
（以下の内容をよくお読みいただき、各確認欄にレ点を記入してください）

　【個人情報の取り扱いについての同意】
　私（当社）は、貴財団が下記に記載の私（当社）に関する個人情報および業務上知り得た情報について、設備貸与制度に関する業務、これ
に付随する関連業務、ならびに下記に定める利用目的の達成に必要な範囲内において利用することに同意いたします。
　また、本件借入申込に係る貸付審査に際し、貴財団が金融機関および信用保証協会等に対し、既往の取引内容や債務状況等の照会を行うこ
とについて、これに異議を申し立てないことをあわせて表明いたします。

【確認】

✔

個人情報

（１） 氏名・住所・連絡先・家族に関する情報
（２） 決算・税務申告に関する情報
（３） 当財団が実施する中小企業支援に関する各種制度の利用状況
（４） 貸与料等支払いの金融機関振替口座等
（５） 設備貸与制度申込書等、申込時及び申込後に提出する書類に記載された全ての情報
（６） 就業状況、収入・負債額、資産保有状況、住民票記載事項、相続人に関する情報

　　（９）いわて女性活躍企業等認定制度（ステップ２）の認定を受けた企業。

　　（10）消防団協力事業所に認定された企業。（ゴールドマーク、シルバーマーク）

　　（３）いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業助成事業が採択された企業。

　　（４）県から自動車関連産業生産体制強化計画の認定を受け、当該計画に従って設備導入する企業。

　　（５）加工高に対する県内企業への外注比率が10％以上の企業。

　　（６）県内企業５社以上に下請発注している企業。

　　（７）県内企業への下請け発注額が1,000万円以上の企業。

　　（８）いわて子育てにやさしい企業等認証・表彰制度の認証を受けた企業。

　２．当社及び当社の役員は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係もないことを表明・確約いたします。
　　（１）反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
　　（２）反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
　　（３）自己又は第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
　　（４）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
　　（５）経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

　３．当社及び当社の役員は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明・確約いたします。
　　（１）暴力的な要求行為
　　（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
　　（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　（４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴財団の信用を毀損し、または貴財団の業務を妨害する行為
　　（５）その他前各号に準ずる行為

　■その他　優遇措置について
　下記（１）～（10）のいずれかに該当する場合、優遇措置の対象となります。該当項目がある場合は右欄に入力ください。
　優遇内容：・一事業年度内における貸与額の上限を 2億円以内 とします（通常：1億円以内）。
　　　　　　・契約時に納入いただく保証金を 設備購入価格の5％ に軽減いたします（通常：10％）。

（１）

　　（１）地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業。

　　（２）農商工等連携事業計画の認定を受けた企業。


